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6　5　4　3　21

讃
五
経
正
義
札
記
　
(
二
)

人
名
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と

侠
書
の
引
用
範
囲
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と
　
(
以
上
前
集
)

書
名
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と

玩
刻
の
嘉
慶
本
と
道
光
重
刊
本

正
義
の
釈
音
例
　
(
以
下
次
集
の
予
定
)

正
義
の
『
史
記
』
評
価

(
以
上
本
集
)

前
稿
「
讃
五
経
正
義
札
記
」
　
の
続
稿
で
あ
る
。
当
初
は
連
載
を
予
定
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
小
節
に
見
出
し
を
付
け
て
い
な
い
。
今
回
、
そ
れ
を
補
う
。
な
お
本

稿
は
文
字
通
り
の
　
「
札
記
」
　
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
小
節
の
前
後
に
脈
絡
が
有
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
筆
者
自
身
が
解
決
で
き
て
い
な
い
問
題
を
提
出
す
る
場
合
も
有
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
諸
賢
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
願
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
述
べ
た
う
え
で
、
し
ば
ら
く
本
「
札
記
」
を
続
け
て
い

き
た
い
。

野
間
　
文
史

3
　
書
名
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と

前
稿
で
は
、
「
十
三
脛
注
疏
」
の
「
引
書
索
引
」
を
作
成
す
る
際
に
お
け
る
、

疏
文
中
に
見
え
る
人
名
・
書
名
　
(
篇
名
)
を
見
分
け
る
こ
と
、
侠
書
の
引
用
部

分
を
確
定
す
る
こ
と
、
の
困
難
さ
を
指
摘
し
た
の
ち
、
1
節
で
は
、
「
人
名
を

見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と
」
と
し
て
『
毛
詩
正
義
』
中
に
見
え
る
「
王
述
之
」

な
る
表
現
、
2
節
で
は
、
「
侠
書
の
引
用
範
囲
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と
」

と
し
て
『
春
秋
正
義
』
所
引
の
服
虔
『
春
秋
左
氏
侍
解
誼
』
の
例
を
取
り
挙
げ

た
。
本
稿
で
は
、
先
ず
前
稿
に
続
け
て
「
書
名
を
見
分
け
る
こ
と
の
難
き
こ
と
」

に
言
及
し
た
い
。

も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
、
か
つ
て
拙
稿
「
引
書
か
ら
み
た
五
経
正
義
の
成
り

立
ち
ー
書
侍
・
書
停
略
説
・
洪
範
五
行
侍
を
通
し
て
-
」
　
(
新
居
浜
工
業
高
等
専

門
学
校
紀
要
2
5
一
九
八
九
　
『
五
脛
正
義
の
研
究
』
研
文
出
版
一
九
九
八
所
収
)
　
で
も
指
摘

し
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
正
義
中
に
し
ば
し
ば
見
え
る
「
書
博
」

と
表
記
さ
れ
た
文
献
に
つ
い
て
、
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1

1

1

1

.

・
磯
記
後
儒
所
録
、
書
停
伏
生
所
造
。
皆
孔
所
不
用
。
(
書
硫
-
†
O
N
b
)

●
●

・
書
侍
日
「
既
侍
其
宗
、
然
後
得
燕
。
燕
私
者
何
。
己
而
輿
族
人
飲
。
飲
而

不
酔
是
不
親
。
酔
而
不
出
是
不
敬
」
、
輿
此
侍
同
。
筍
・
側
倶
大
儒
、
昔

各
有
所
接
而
言
也
。
(
詩
琉
-
?
⊥
T
-
O
h
)

の
二
例
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
伏
生
の
『
尚
書
大
樽
』
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
も
の
も
有
る
。
と
こ
ろ
が
『
書
琉
』
(
O
N
I
N
㌻
)
　
の
、

●
●

・
編
桧
今
之
書
侍
、
無
桒
即
位
之
年
。
孔
氏
博
考
軍
書
作
鳥
此
侍
、
言
「
尭

年
十
六
以
唐
侯
升
烏
天
子
」
、
必
昔
有
所
案
接
。
未
知
出
何
書
。

0
0

と
い
う
例
を
、
か
つ
て
吉
川
幸
次
郎
氏
が
　
「
現
存
の
文
献
を
す
っ
か
り
調
べ
て

見
て
も
、
秦
の
即
位
の
年
は
書
い
て
い
な
い
」
　
(
『
尚
書
正
義
』
筑
摩
書
房
全
集
本

第
八
巻
一
三
九
頁
)
と
訳
し
、
ま
た
『
詩
疏
』
(
詩
譜
序
○
詳
)
　
彗

●
●

・
如
史
記
之
言
、
則
孔
子
之
前
詩
篇
多
夫
。
寅
吉
侍
所
引
之
詩
、
見
在
者
多
、

亡
逸
者
少
、
則
孔
子
所
録
、
不
容
十
分
去
九
。
馬
達
吉
「
古
詩
三
千
線
篇
」
、

未
可
信
也
。

0
0

と
い
う
例
を
、
岡
村
繁
氏
が
「
思
う
に
、
古
典
が
引
用
し
て
い
る
『
詩
』
は
、

現
存
す
る
作
品
は
多
い
が
、
亡
逸
し
た
作
品
は
少
な
い
」
　
(
『
毛
詩
正
義
訳
注
第
一

冊
』
中
国
書
店
　
四
五
頁
)
　
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
「
書
侍
」

は
『
尚
書
大
侍
』
を
意
味
し
て
い
な
い
。
機
械
的
に
「
書
侍
」
を
『
尚
書
大
侍
』

と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
そ
の
他
の
例
と
し
て
、
「
頑
」
　
と
表
記
さ
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
「
三
種
」
文
献
中
に
そ
の
出
典
が
見
出
せ
な
い
例
を
取
り
挙
げ
よ
う
。

①
毛
詩
正
義
巻
七
之
一
陳
風
・
東
門
之
扮

【
脛
】
子
仲
之
子
、
婆
裟
其
下
【
侍
】
子
仲
陳
大
夫
氏
。
婆
裟
舞
也
。
箋
云
、

之
子
男
子
也
。

【
疏
】
博
子
仲
至
舞
也
○
正
義
日
、
知
「
子
仲
」
是
「
陳
大
夫
氏
」
者
、
以
其

風
俗
之
敗
、
目
上
行
之
、
今
此
所
刺
、
宜
刺
在
位
之
人
、
若
是
庶
人
、
不

足
額
其
名
氏
。
此
云
　
「
子
仲
之
子
」
、
猶
云
　
「
彼
留
之
子
」
、
學
氏
姓
言

之
、
明
子
仲
是
大
夫
之
氏
姓
也
。
掛
孫
以
王
父
宇
島
氏
。
此
人
上
祖
・
必

有
字
子
仲
者
、
故
氏
子
伸
也
。
(
ロ
ゾ
ー
・
O
等
)

②
春
秋
左
侍
正
義
巻
六
・
桓
公
六
年

【
侍
】
周
人
以
詮
事
神
。
名
終
将
詩
之
。
【
注
】
君
父
之
名
、
固
非
臣
子
所
斥
。

然
鵡
既
卒
巽
、
以
木
鐸
狗
日
、
舎
故
両
論
新
。
謂
舎
親
義
之
祖
、
而
詩
新
死

者
。
放
言
以
諦
事
神
也
。
終
措
詮
之
。
自
父
至
高
祖
、
皆
不
敢
斥
言
也
。

【
疏
】
注
君
父
至
斥
言
○
正
義
日
、
「
君
父
之
名
、
固
非
臣
子
所
斥
」
、
謂
君
父
生

●

存
之
時
、
臣
子
不
得
指
斥
其
名
也
。
鵡
〔
窪
帽
記
》
曲
譜
上
〕
稀
「
父
前
子
名
、

君
前
臣
名
」
、
鄭
玄
云
　
「
封
至
尊
、
無
大
小
皆
相
名
」
。
是
封
父
則
弟
可

以
名
、
兄
封
君
則
子
可
以
名
父
、
非
此
則
不
可
也
。
…
…
古
着
詩
名
不
語

●

字
。
稽
以
王
父
字
畠
氏
、
明
其
不
得
詩
也
。
屈
原
云
「
朕
皇
考
日
伯
庸
」
、

是
不
隷
之
験
也
。
(
○
チ
い
さ
)

③
春
秋
左
侍
正
義
審
二
十
二
・
宣
公
十
一
年

【
侍
】
謂
陳
人
無
動
。
格
討
於
少
西
氏
。
【
注
】
少
西
徴
野
之
祖
、
子
夏
之
名
。
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●

【
疏
】
注
少
西
至
之
名
○
正
義
日
、
種
以
王
父
宇
島
氏
。
徴
静
以
夏
鳥
氏
、
知

子
夏
是
字
、
少
西
是
名
。
言
少
西
氏
者
、
氏
猶
家
也
。
言
格
討
少
西
之
家
。

(
ビ
⊥
夢
)

前
述
し
た
通
り
、
こ
の
『
毛
詩
正
義
』
①
と
『
春
秋
正
義
』
②
・
③
に
見
え

る
「
穏
」
　
の
　
「
(
孫
は
)
王
父
の
字
を
以
て
氏
と
為
す
」
と
い
う
礼
制
は
、
「
三

蔵
」
文
献
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
引
書
索
引
で
は
、
こ

れ
を
「
逸
礼
」
と
し
て
扱
う
か
、
あ
る
い
は
単
に
「
礼
制
で
は
」
　
の
意
味
に
取

り
、
書
名
と
し
て
は
収
録
す
る
必
要
の
無
い
例
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い

う
の
も
、
以
下
の
よ
う
に
、

⑥
鵡
記
正
義
巻
三
十
四
大
侍

【
脛
】
同
姓
従
宗
、
合
族
属
。
異
姓
主
名
、
治
際
会
。
名
著
而
男
女
有
別
。

【
疏
】
同
姓
至
有
別
○
正
義
日
…
…
故
鄭
餃
異
義
云
「
…
…
」
。
如
鄭
此
言
、

是
天
子
賜
姓
也
。
諸
侯
賜
卿
大
夫
以
氏
。
若
同
姓
公
之
子
日
公
子
。
公
子

之
子
日
公
孫
。
公
孫
之
子
、
其
親
巳
遠
、
不
得
上
達
於
公
、
故
朗
司
刈
羽

創
倒
。
若
適
夫
人
之
子
、
則
以
五
十
字
伯
仲
烏
氏
。
若
魯
之
仲
孫
・
季
孫

是
也
。
若
庶
子
妾
子
、
則
以
二
十
宇
島
氏
。
則
展
氏
・
戚
氏
是
也
。
若
男

女
、
則
以
父
祖
官
及
所
食
之
邑
鳥
氏
。
以
官
爵
氏
者
、
則
司
馬
・
司
城
是

也
。
以
邑
鳥
氏
者
、
若
韓
・
超
・
魂
是
也
。
(
軍
○
辞
)

⑤
春
秋
左
侍
正
義
巻
三
・
隠
公
五
年

【
侍
】
五
年
春
、
公
牌
如
集
観
魚
者
。
戚
債
伯
諌
日
、
凡
物
不
足
以
講
大
事
、

【
注
】
戚
債
伯
公
子
彊
也
。
債
溢
也
。
大
事
祀
輿
戒
。

【
疏
】
注
感
情
至
輿
戎
○
正
義
日
、
「
債
伯
」
名
張
、
字
子
戒
。
世
本
云
「
孝

公
之
子
」
、
即
此
冬
書
「
公
子
彊
卒
」
是
也
。
註
法
「
小
心
畏
忌
日
債
」
、

是
債
痛
論
也
。
諸
侯
之
子
稀
公
子
、
公
子
之
子
稀
公
孫
。
公
孫
之
子
不
得

祖
諸
侯
、
乃
副
詞
外
刻
字
鳥
氏
。
(
○
㌣
N
邑

「
以
王
父
(
之
)
宇
島
氏
」
を
「
鵡
」
と
表
記
し
て
い
な
い
例
も
見
え
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
正
義
の
み
な
ら
ず
杜
預
も
ま
た
、

⑥
春
秋
左
侍
正
義
馨
四
・
隠
公
八
年

【
侍
】
公
命
以
宇
島
展
氏
。

【
注
】
諸
侯
之
子
稀
公
子
、
公
子
之
子
稀
公
孫
、
公
孫
之
子
、
以
王
父
字
島
田
。

無
欲
公
子
展
之
孫
、
.
故
鳥
展
氏
。
(
?
丁
-
旨
)

と
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
杜
注
の
前
半
　
「
諸
侯
之
子
稀
公
子
、
公
子
之
子
構

公
孫
」
　
は
、
④
・
⑤
に
も
同
じ
よ
う
な
表
現
が
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
『
儀
頑
』
喪
服
侍
の
、

笥
叫
刊
瑚
勾
刊
。
公
子
不
得
禰
先
君
。
創
刊
利
男
崩
掬
。
公
孫
不
得

祖
諸
侯
。
此
自
卑
別
於
尊
者
也
。
若
公
子
之
子
孫
有
封
鳥
國
君
者
、
則
世

世
祖
是
人
也
。
不
祖
公
子
。
此
自
尊
別
於
卑
者
也
。

と
い
う
礼
制
が
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
に
も
　
「
公
孫
之
子
、
以
王
父

宇
島
氏
」
と
い
う
礼
制
は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
を
「
三
種
」
か
ら
離
れ
て
み
る
と
、
実
は
『
公
羊
停
』
中
に
、

次
の
例
が
見
出
せ
る
。
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⑦
春
秋
公
羊
侍
・
成
公
十
五
年
俸

「
三
月
、
乙
巳
、
仲
嬰
賓
卒
」
。
仲
嬰
賓
者
何
、
公
孫
嬰
哲
也
。
公
孫
嬰
賓

則
る
鳥
謂
之
仲
嬰
賓
。
鳥
兄
後
也
。
鳥
兄
後
則
昂
鳥
謂
之
仲
嬰
賓
。
鳥
人
後

者
鳥
之
子
也
。
鳥
人
後
者
烏
其
子
則
其
稀
仲
何
。
捌
融
司
刻
胡
司
珂
割
判

…
…
(
-
∽
占
旨
・
宝
a
)

た
だ
、
こ
の
『
公
羊
侍
』
も
ま
た
今
で
は
亡
供
し
た
礼
文
献
か
ら
引
用
し
た

可
能
性
が
有
る
か
ら
、
や
は
り
①
②
③
の
　
「
鵡
」
は
「
逸
礼
」
と
見
な
す
か
、

あ
る
い
は
特
定
の
文
献
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
礼
制
で
は
」
　
の
意
味
に
取
っ

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
判
定
す
る
前
に
も
う
一
例
、
こ
れ

と
類
似
し
た
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑧
春
秋
左
侍
正
義
巻
七
・
桓
公
十
五
年

【
脛
】
鄭
世
子
忽
復
蹄
干
鄭
。

【
注
】
忽
安
居
君
位
、
故
今
還
以
復
其
位
之
例
鳥
文
也
。
稀
世
子
者
、
忽
鳥
太

子
、
有
母
氏
之
寵
宗
卿
之
接
、
有
功
於
諸
侯
、
此
太
子
之
盛
者
也
。
而
守

介
節
、
以
失
大
國
之
助
、
知
三
公
子
之
確
、
不
従
祭
仲
之
言
、
修
小
善
、

繁
小
行
、
従
匹
夫
之
仁
、
忘
社
稜
之
大
計
。
故
君
子
謂
之
善
自
薦
謀
。
言

不
能
謀
國
也
。
父
卒
而
不
能
自
君
、
鄭
人
亦
不
君
之
。
出
則
降
名
以
赴
、

入
則
逆
以
太
子
之
種
。
始
於
見
逐
、
終
於
見
殺
、
三
公
子
更
立
。
乱
鄭
固

着
、
貿
忽
之
由
。
復
好
例
在
成
十
八
年
。

【
疏
】
注
忽
貨
至
八
年
○
正
義
日
、
成
十
八
年
僻
目
　
「
復
其
位
日
復
蹄
」
。
忽

本
既
居
君
位
、
然
後
出
奔
。
故
今
還
以
復
位
之
例
鳥
文
也
。
経
書
「
復
蹄
」
、

明
是
復
位
之
例
。
注
言
此
者
、
以
忽
之
出
奔
不
稀
鄭
伯
、
蹄
言
「
世
子
」
、

●

　

-

又
非
君
競
、
非
君
而
稀
「
復
蹄
」
、
嫌
其
不
是
復
位
、
故
明
之
。
鵡
父
在

習
・
…
:
(
○
ご
邑

い
ま

こ
の
例
の
　
「
父
在
せ
ば
世
子
と
称
す
」
も
ま
た
　
「
三
種
」
中
に
は
見
出
せ
な

い
礼
制
で
あ
る
が
、
や
は
り
『
公
羊
侍
』
中
に
、

⑥
春
秋
公
羊
停
・
荘
公
三
十
二
年

「
冬
、
十
月
、
乙
未
、
子
般
卒
」
。
子
卒
云
子
卒
。
此
其
稀
「
子
般
卒
」
何
。

詞
嘲
増
刊
[
【
注
】
明
督
世
父
位
鳥
君
]
、
君
弄
稲
子
某
、
既
葬
稲
子
、
捻
年

構
公
。
「
子
般
卒
」
、
何
以
不
書
葬
、
未
瑜
年
之
君
也
。
有
子
則
廟
。
廟
則

書
葬
。
無
子
不
廟
。
不
廟
則
不
書
葬
。
(
○
デ
ー
O
b
)

と
あ
る
の
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
公
羊
侍
』
が
　
「
逸
礼
」
を
引
用

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
正
義
が
作
成
さ
れ
た
当
時
、
正
義

の
作
者
も
ま
た
我
々
と
同
様
に
　
「
逸
礼
」
　
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
正
義
が
『
公
羊
侍
』
伝
承
の
礼
制
を
念
頭
に

置
い
た
う
え
で
の
表
現
だ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
「
公

羊
伝
日
」
と
表
記
し
な
か
っ
た
の
か
。
思
う
に
以
上
の
二
例
は
、
『
公
羊
』
『
穀

梁
』
二
伝
の
義
例
を
ま
じ
え
て
『
左
伝
』
を
解
釈
し
た
先
億
を
批
判
す
る
立
場

を
と
る
杜
預
、
そ
れ
を
祖
述
す
る
『
春
秋
左
停
正
義
』
が
、
そ
の
論
述
の
過
程

で
、
根
拠
と
す
べ
き
礼
制
を
『
公
羊
侍
』
に
求
め
た
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
言

う
の
を
は
ば
か
っ
た
表
現
で
あ
る
、
と
解
し
た
い
。
そ
こ
で
筆
者
が
近
時
発
表
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し
た
　
「
春
秋
正
義
引
書
索
引
」
　
(
平
成
9
年
度
～
1
1
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤

)
)

研
究
C
2
研
究
成
果
報
告
書
『
春
秋
正
義
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
)
　
で
は
、
以
上
の

(
(

「
鵡
」
を
『
公
羊
停
』
と
し
て
収
録
し
た
次
第
で
あ
る
。
〔
①
〕

な
お
正
義
中
に
は
「
周
種
」
と
表
記
さ
れ
た
も
の
で
、
三
種
の
一
つ
『
周
穐
』

中
に
、
該
当
す
る
文
章
を
見
出
し
得
な
い
例
が
若
干
数
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
、

広
く
「
周
の
礼
制
」
　
の
意
味
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
少
な
か
ら
ず
有
る

こ
と
も
、
こ
こ
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

4
　
玩
刻
の
嘉
慶
本
と
道
光
量
刊
本

現
在
、
我
々
が
最
も
多
く
利
用
す
る
「
十
三
脛
注
疏
」
本
は
、
い
わ
ゆ
る
阪

刻
本
(
の
影
印
本
)
　
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
玩
元
が
所
蔵
し
て
い
た
明
の
正
徳
十

行
本
を
重
刻
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
長
沢
規

矩
也
氏
「
十
三
経
注
疏
版
本
略
説
」
　
(
『
書
誌
学
論
考
』
亘
七
　
汲
古
書
院
著
作
集
第

一
巻
所
収
)
が
夙
に
以
下
の
よ
う
に
概
説
さ
れ
て
い
る
。

嘉
慶
中
、
玩
元
注
疏
を
按
刊
す
。
初
、
黄
氏
古
芸
書
屋
に
刊
し
、
後
江
西

南
昌
府
學
に
印
す
。
重
刊
宋
本
と
題
す
れ
ど
、
盟
目
(
巻
一
第
六
菓
)
　
に

巳
に
云
ふ
が
如
く
、
正
徳
補
修
本
に
擦
り
L
に
過
ぎ
ず
。
又
他
本
を
以
て

接
し
、
時
に
毛
本
の
武
断
に
従
へ
り
。
初
印
本
に
は
扉
に
刻
字
者
刷
印
者

の
郷
貫
姓
名
あ
り
。
阪
本
又
阪
刻
と
稀
す
。
此
本
出
で
て
他
本
を
磨
し
、

覆
刻
本
頗
る
多
く
、
道
光
六
年
南
昌
府
學
、
同
覆
刻
、
同
治
十
二
年
江
西

書
局
、
光
緒
十
八
年
湖
南
賛
慶
務
本
書
局
(
誤
刻
甚
だ
多
し
)
等
十
指
を

屈
す
る
に
足
る
、
多
く
皆
木
記
あ
り
(
道
光
刊
本
易
に
な
し
)
、
原
本
に
非

ざ
る
を
知
る
べ
し
。
又
石
印
本
あ
り
。
今
一
々
奉
げ
ず
。

「
重
刊
宋
本
十
三
脛
注
疏
」
と
銘
打
た
れ
た
こ
の
注
疏
本
は
、
酒
の
嘉
慶
丙

子
(
二
十
年
一
八
五
　
の
仲
春
に
開
離
、
十
九
箇
月
を
要
し
て
翌
年
仲
秋
に
、

全
四
百
十
六
巻
、
一
万
一
千
八
百
一
十
薬
の
板
と
し
て
成
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
は
、
注
疏
本
重
刊
に
先
立
っ
て
玩
元
主
幹
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

「
十
三
脛
注
疏
校
勘
記
」
が
、
慮
宣
旬
の
手
に
よ
り
摘
録
補
遺
さ
れ
、
毎
巻
末

に
附
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
阪
本
の
広
く
流
布
し
た
理
由
の
一
つ
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
重
刊
本
に
つ
い
て
は
、
誤
刻
の
存
在
を
指
摘
す
る
学
者
が
多
く

有
っ
た
た
め
、
つ
い
で
道
光
丙
戊
(
六
年
一
八
二
〇
　
に
、
南
昌
府
學
教
授
朱
華

臨
に
よ
り
、
更
正
の
手
を
経
た
も
の
が
重
刊
さ
れ
た
。
長
沢
氏
が
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
後
、
多
く
の
重
刊
本
の
覆
刻
本
が
刊
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

玩
元
が
宋
本
を
重
刊
し
た
こ
と
と
、
そ
の
重
刊
本
を
さ
ら
に
補
正
し
た
重
刊

本
・
覆
刻
本
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
「
重
刊
」
な
る
表
現
が
二
重
と
な

っ
て
や
や
紛
ら
わ
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
の
以
下
の
説
明
で
は
、
嘉
慶
二
十
年
開

雛
の
初
版
本
を
嘉
慶
本
(
原
刻
本
)
、
道
光
重
刊
本
以
下
を
ま
と
め
て
重
刊
本

と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

○

と
こ
ろ
で
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
原
刊
本
(
原
刻
本
)
と
重
刊
本
(
重
刻
本
)

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
陳
国
慶
氏
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
有
る
。

一
般
的
に
は
、
原
刊
本
の
書
物
は
校
勘
が
精
確
だ
が
、
重
刊
本
に
は
た

い
て
い
誤
ま
り
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
蔵
書
家
た
ち
は
い
つ
も
原
刊
本
を
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貴
重
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
、
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

滑
代
に
は
、
校
勘
の
学
問
が
大
い
に
盛
ん
に
な
り
、
こ
の
時
代
に
は
、

お
よ
そ
古
版
本
に
よ
っ
て
重
刊
さ
れ
た
書
物
は
、
そ
の
精
確
さ
の
程
度
は
、

し
ば
し
ば
原
刊
本
を
は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
(
陳
国

慶
著
/
沢
谷
昭
次
訳
『
漢
籍
版
本
入
門
』
研
文
出
版
一
九
八
四
　
四
四
頁
)

こ
の
陳
氏
の
言
う
具
体
例
を
、
我
々
は
段
玉
裁
の
『
説
文
解
字
注
』
の
版
本

の
例
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
阿
辻
哲
次
氏
　
(
『
漢
字
学
-
『
説
文
解
字
』

の
世
界
』
東
海
大
学
出
版
会
一
九
会
)
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
〔
②
〕

『
段
注
』
を
読
む
た
め
に
は
ま
ず
経
韻
楼
本
を
手
も
と
に
置
く
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
、
経
韻
楼
本
は
原
刊
本
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
若
干
の
誤
刻

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
誤
り
を
正
し
た
別
の
テ
キ
ス
ト
も
備
え
て
お
き
、
疑

問
が
あ
る
箇
所
は
た
え
ず
別
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

そ
の
際
に
便
利
な
の
が
『
良
清
経
解
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
段
注
』
で

あ
る
。
…
…
『
段
注
』
は
段
玉
裁
が
執
筆
し
て
い
た
時
か
ら
す
で
に
完
成

が
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
書
物
だ
か
ら
、
完
成
後
は
ま
た
た
く
間
に
広
く
流

布
し
、
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
。
だ
か
ら
丁
寧
に
『
段
注
』
を
読
ん
だ
人

々
は
、
原
刊
本
の
誤
刻
に
気
づ
き
、
誤
刻
を
訂
正
し
て
き
た
。
そ
の
成
果

が
『
皇
清
経
解
』
所
収
本
の
中
に
相
当
と
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
『
皇
清

経
解
』
本
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
文
意
が
通
じ
る
と
い
う
簡
所
も
′
い
く
つ
か

あ
る
。
(
二
六
九
・
三
〇
頁
)

し
か
し
こ
れ
と
は
逆
の
例
も
ま
た
有
る
。
筆
者
は
か
つ
て
清
儒
劉
文
淡
の
『
左

停
沓
琉
考
正
』
を
翻
訳
し
た
が
　
(
『
春
秋
正
義
を
読
み
解
く
ー
劉
文
洪
『
左
借
着
疏

考
正
』
を
通
し
て
-
』
東
洋
古
典
学
研
究
会
一
九
九
五
)
、
こ
の
場
合
は
『
説
文
解
字

注
』
と
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
書
の
最
初
の
刊
本
は
、
道
光
十
八
年
(
一
八
天
)
、

著
者
五
十
歳
の
時
、
自
分
の
書
斎
　
「
青
演
者
屋
」
　
か
ら
上
梓
さ
れ
た
。
そ
の
他

の
版
本
と
し
て
は
、
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
)
、
湖
北
省
の
崇
文
書
局
開
彫
の
　
「
三
十

三
種
叢
書
」
　
(
崇
文
書
局
彙
刻
書
)
　
に
収
録
さ
れ
た
も
の
が
有
り
、
さ
ら
に
光
緒

十
四
年
(
一
八
八
八
)
、
王
先
謙
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
　
「
皇
清
脛
解
績
編
」
所
収
の

も
の
が
有
る
。

そ
し
て
誤
刻
の
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
劉
文
洪
が
生
存
中
に
自
己
の
校

閲
を
経
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
「
青
渓
本
」
.
に
は
そ
れ
が
非
常
に

少
な
い
。
し
か
し
　
「
崇
文
本
」
　
で
は
極
め
て
稀
に
　
「
青
渓
本
」
　
の
誤
り
を
訂
正

し
た
個
所
が
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
　
「
青
渓
本
」
　
に
は
無
か
っ
た
誤
刻
が
見
ら

れ
、
つ
い
で
　
「
脛
解
本
」
　
で
は
、
「
崇
文
本
」
　
の
誤
刻
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
う

え
に
、
さ
ら
に
そ
の
数
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
者
の
検
討

し
得
た
三
種
の
版
本
の
中
で
は
、
「
青
渓
本
」
　
が
最
善
、
次
い
で
　
「
崇
文
本
」
、

「
脛
解
本
」
　
が
い
ち
ば
ん
劣
る
と
い
う
結
果
が
出
た
。
こ
れ
は
版
を
重
ね
る
ご

と
に
誤
刻
が
増
加
し
た
例
で
あ
る
。
原
刊
本
と
重
刊
本
と
の
関
係
は
、
そ
の
書

物
の
読
者
人
口
に
も
関
わ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

○

さ
て
院
本
に
は
巻
末
に
校
勘
記
が
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
注

疏
本
の
盛
行
し
た
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
校
勘
記
が

言
及
し
得
な
い
阪
本
自
体
の
誤
刻
は
、
や
は
㌢
他
の
版
本
と
校
合
し
な
け
れ
ば
、

な
か
な
か
に
見
出
し
難
い
。
こ
れ
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
嘉
慶
本
が
出
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た
の
ち
、
ほ
ど
な
く
そ
の
誤
刻
を
補
正
し
た
道
光
本
の
出
現
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
そ
の
誤
刻
と
補
正
と
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
具

体
的
に
指
摘
し
た
も
の
が
有
る
の
を
、
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
現
在
、
嘉
慶
本
そ
の
も
の
を
個
人
で
所
蔵
し
て
い
る
研
究
者
の
数

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
お
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
道
光
本
も
ま
た
同
様
で
あ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
我
々
の
大
部
分
が
利
用
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
影

印
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
影
印
本
が
何
を
底
本
に
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
筆
者
が
も
っ
ぱ
ら
利
用
す
る
の
は
台
湾
・
重
文
印
書
館
の
影
印
本

(
初
版
の
年
は
未
調
査
)
で
滴
る
が
、
こ
の
底
本
は
、
か
の
嘉
慶
本
(
初
版
本
)

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
重
文
印
書
館
本
を
さ
ら
に
影
印
し
た
も
の
も
何
種
類
か

出
版
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
お
そ
ら
く
現
在
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
版
本
だ
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
の
版
本
と
し
て
、
筆
者
所
蔵
の
も
の
で
は
台
湾
・
世
界
書
局
「
中

国
学
術
名
著
第
六
輯
」
所
収
の
「
左
侍
注
疏
及
補
正
」
本
が
有
る
が
、
こ
れ
は

石
印
本
の
影
印
本
で
、
後
述
の
通
り
、
そ
の
底
本
は
嘉
慶
本
で
は
な
く
、
道
光

本
以
後
の
も
の
で
あ
る
。

な
お
石
印
本
と
し
て
は
、
世
界
書
局
本
の
ほ
か
に
上
海
錦
章
回
書
局
本
　
(
中

華
民
国
丙
寅
十
五
年
一
空
〇
　
が
有
り
、
重
文
印
書
館
本
以
前
で
は
、
か
な
り
流

布
し
た
版
本
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
つ
て
公
刊
さ
れ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
・
燕
京
学

社
の
引
得
シ
リ
ー
ズ
は
こ
れ
に
基
づ
く
。
そ
し
て
こ
の
底
本
も
、
後
述
の
通
り

や
は
り
道
光
本
以
後
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
〔
③
〕

と
こ
ろ
で
、
広
島
大
学
中
国
思
想
文
化
学
研
究
室
所
蔵
の
阪
本
は
、
道
光
本

の
覆
刻
本
で
あ
る
。
筆
者
は
近
時
「
春
秋
正
校
勘
記
　
巻
一
～
十
」
　
(
平
成
9

)
)

年
度
～
1
1
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
2
研
究
成
果
報
告
書
『
春
秋
正
義
の
基

礎
的
研
究
』
所
収
)
　
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
嘉
慶
本
と
「
正
宗
寺
本
」
と
の
対

校
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
道
光
重
刊
本
と
の
異
同
に
も
言
及
し

て
い
る
。

そ
こ
で
、
全
六
十
巻
の
う
ち
の
わ
ず
か
に
六
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
が
、
以
下

に
そ
れ
を
摘
録
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
道
光
重
刊
本
の
誤
刻
の
訂
正
が

ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

)
な
お
見
出
し
字
は
阪
元
校
勘
記
(
及
び
そ
の
体
裁
に
従
っ
た
も
の
)
　
の
も
の
、

括
弧
内
の
数
字
は
、
巻
・
菓
(
表
裏
)
・
行
数
(
十
行
と
し
て
数
え
る
)
を
示
す
。

重
刊
本
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
例

故
云
重
也
(
巳
も
す
い
)
　
「
云
」
字
は
「
文
」
字
の
誤
刻
。

也
二
王
者
受
天
之
命
(
O
u
も
貯
T
N
)
　
「
也
」
字
は
「
此
」
字
の
誤
刻
。

二
十
三
日
有
丙
戊
(
O
も
す
め
　
阪
本
は
「
三
」
字
を
「
二
」
字
に
、
「
有
」

字
を
「
在
」
字
に
誤
刻
。
重
刊
本
は
「
三
」
字
の
み
訂
正
。

而
杜
必
言
遷
都
淳
干
(
○
い
・
-
旨
〇
　
「
杜
」
字
を
「
且
」
字
に
誤
刻
。

尋
案
春
秋
諸
氏
族
之
稀
(
O
P
-
u
a
・
-
已
　
「
族
」
字
を
「
於
」
字
に
誤
刻
。
★

頚
則
強
染
固
請
公
(
○
㌣
-
↓
a
・
巴
　
「
則
」
字
を
「
師
」
字
に
誤
刻
。

調
輿
融
一
風
二
名
(
已
ん
淫
も
)
　
「
二
」
字
を
「
一
」
字
に
誤
刻
。
★

錐
歓
而
忘
其
盟
載
之
辞
(
害
O
F
-
○
)
「
錐
」
字
は
「
堅
字
の
誤
刻
。
★

之
宿
亦
大
夫
盟
也
(
宝
も
ゴ
Y
u
)
　
「
之
」
字
は
「
知
」
字
の
誤
刻
。
★

鄭
玄
云
上
以
下
皆
裡
(
○
竺
ぎ
巴
　
「
上
」
字
は
「
士
」
字
の
誤
刻
。
★

大
夫
正
法
曹
呼
鳥
王
　
(
○
ご
O
a
ム
)
　
「
王
」
字
は
「
主
」
字
の
誤
刻
。

杵
日
　
(
○
ナ
〓
7
也
　
「
日
」
字
は
「
臼
」
字
の
誤
刻
。

維
王
使
賓
客
示
崇
先
代
而
巳
(
宗
主
7
-
0
)
　
「
使
」
字
は
「
所
」
字
の
誤
刻
。
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紀
王
之
後
　
(
○
㌣
宗
チ
ビ
　
「
王
」
字
は
「
亡
」
字
の
誤
刻
。

必
有
二
日
之
次
　
(
○
㌣
3
守
り
)
　
「
二
」
字
は
「
三
」
字
の
誤
刻
。

曾
孫
撃
衆
　
(
○
甲
-
0
7
巴
　
「
曾
」
字
を
「
合
」
字
に
誤
刻
。

其
君
彼
獲
　
(
$
・
B
a
・
巴
　
「
彼
」
字
は
「
被
」
字
の
誤
刻
。

注
謂
取
至
時
君
宋
本
比
節
正
義
在
諸
侯
至
鳥
族
節
之
下
　
(
校
勘
記
宝
・
〇
さ
色
　
附
校

勘
記
は
　
「
族
」
字
を
「
初
」
字
に
誤
刻
。
★

以
上
全
十
八
例
が
重
刊
本
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
　
(
最
後
の
一
例
は
附
校
勘
記

の
誤
刻
)
。
平
均
す
る
と
一
巻
に
二
例
と
い
う
と
こ
ろ
。

次
は
阪
本
が
誤
刻
し
て
い
る
も
の
の
、
重
刊
本
で
も
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
例

で
あ
る
。
そ
の
数
は
思
い
の
ほ
か
多
い
。

阪
本
の
誤
刻
の
例

侍
畜
公
元
妃
孟
子
　
(
8
.
8
a
ム
)
　
「
妃
」
字
を

二
十
三
年
而
春
秋
之
侍
終
臭
　
(
O
P
-
O
a
.
巳

大
都
三
園
之
二
　
(
O
N
・
-
夢
色
　
「
三
園
之
二
」

荘
三
十
八
年
俸
日
　
(
O
P
】
ゴ
Y
巴
　
「
三
十
八
」

「
配
」
字
に
誤
刻
。

「
三
年
」
　
は
　
「
三
年
」
　
の
誤
刻
。

は
　
「
三
園
之
二
　
の
誤
刻
。

は
「
二
十
八
」
　
の
誤
刻
。

輿
秦
伯
之
君
鍼
出
奔
音
同
也
　
(
O
N
⊥
夢
.
巴

貰
其
殺
心
　
(
O
P
-
竺
Y
-
)
　
「
其
」
字
は
　
「
無
」

遂
起
初
心
之
恨
　
(
B
⊥
F
u
)
　
「
初
」
字
は

示
有
恩
好
(
O
N
・
ど
す
ど
　
「
有
」
字
は
「
存
」

皆
言
天
王
使
央
　
(
㌣
e
a
⊥
)
　
「
央
」
字
は

此
後
不
言
王
使
　
(
○
㌣
O
u
a
.
-
)
　
「
後
」
字
は

「
君
」
　
は
「
弟
」
　
の
誤
刻
。

字
の
誤
刻
。

「
切
」
字
の
誤
刻
。

字
の
誤
刻
。

「
某
」
字
の
誤
刻
。

「
復
」
字
の
誤
刻
。

故
瘍
公
宜
荷
其
禄
(
○
㌣
○
汐
・
巴
　
「
其
」
字
は
「
此
」
字
の
誤
刻
。

彼
長
歴
推
(
已
壷
芋
虫
　
「
彼
」
字
は
「
故
」
字
の
誤
刻
。

文
不
宜
言
魯
人
(
O
Y
-
u
7
-
0
)
　
「
宜
」
字
を
「
直
」
字
に
誤
刻
。

中
屋
南
面
(
e
⊥
甲
巴
　
「
屋
」
字
を
「
至
」
字
に
誤
刻
。

劉
弦
以
大
都
名
通
　
(
宝
・
0
-
7
巴
　
「
大
都
通
名
」
　
に
誤
刻
。

周
道
然
也
　
(
宝
⊥
い
す
巴
　
「
周
道
然
也
」
　
は
「
周
道
也
然
」
　
の
誤
刻
。

執
其
事
而
諌
其
非
(
?
〓
O
a
ム
)
　
「
事
」
字
は
「
是
」
字
の
誤
刻
。

公
輿
侯
燕
(
〇
千
g
a
ム
)
　
「
侯
」
字
は
「
族
」
字
の
誤
刻
。

北
面
西
上
　
(
〇
千
N
O
F
巳
　
「
西
」
字
は
「
東
」
字
の
誤
刻
。

世
本
姓
氏
姓
篇
云
(
宝
・
N
0
7
↓
)
　
「
姓
氏
姓
」
　
の
上
の
　
「
姓
」
字
は
術
字
。

家
牡
日
犯
(
宝
・
ビ
百
ム
)
　
「
牡
」
字
は
「
牝
」
字
の
誤
刻
。

謂
諸
國
大
事
(
〇
千
い
訂
・
巴
　
「
國
」
字
は
「
是
」
字
の
誤
刻
。

商
書
顧
命
　
(
○
い
も
ー
a
⊥
○
)
　
「
商
書
」
　
は
「
尚
書
」
　
の
誤
刻
。

日
華
晶
而
下
十
章
(
O
u
も
¢
a
⊥
○
)
　
「
十
章
」
は
「
七
草
」
　
の
誤
刻
。

玉
有
十
二
　
(
己
も
7
-
0
)
　
「
玉
有
十
二
」
は
「
玉
十
有
二
」
　
の
誤
刻
。

論
語
商
書
皆
云
(
○
サ
ー
U
a
・
巴
　
「
商
書
」
は
「
尚
書
」
　
の
誤
刻
。

王
治
祭
服
　
(
O
u
⊥
N
7
〇
　
「
治
」
字
は
「
后
」
字
の
誤
刻
。

今
人
謂
裏
書
之
物
謂
衷
(
○
㌣
】
U
7
↓
)
　
「
裏
」
字
は
「
裏
」
字
の
誤
刻
。

故
童
以
施
旗
(
○
肋
⊥
許
・
巴
　
「
以
」
字
は
「
於
」
字
の
誤
刻
。

又
以
南
書
洛
詰
説
　
(
O
u
⊥
訂
・
巳
　
「
商
書
」
　
は
「
尚
書
」
字
の
誤
刻
。

策
勲
常
在
廟
(
已
⊥
ゴ
Y
-
)
　
「
常
」
字
は
「
昔
」
字
の
誤
刻
。

又
駕
一
馬
以
南
脱
島
三
　
(
○
?
宝
a
ム
)
　
「
以
」
字
は
「
輿
」
字
の
誤
刻
。

載
孤
掬
(
〇
㌢
ー
u
a
・
巴
　
「
掬
」
字
は
「
璃
」
字
の
誤
刻
。

曾
無
冬
至
之
祭
(
宗
⊥
7
巴
　
「
曾
」
字
は
「
魯
」
字
の
誤
刻
。

搾
例
日
　
(
宗
⊥
さ
ム
)
　
「
日
」
字
は
「
引
」
字
の
誤
刻
。
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旬
則
不
可
期
以
一
日
　
(
○
?
-
許
・
巴
　
「
則
」
字
は
「
故
」
字
の
誤
刻
。

今
子
尊
　
(
○
?
N
も
7
↓
)
　
「
子
」
字
は
「
予
」
字
の
誤
刻
。

日
改
烏
某
(
宗
・
N
ふ
7
巴
　
「
目
し
字
は
「
口
」
字
の
誤
刻
。

而
不
復
改
名
也
　
(
○
?
N
夢
色
　
「
改
」
字
は
「
故
」
字
の
誤
刻
。

邦
人
日
虞
四
邑
之
至
(
○
↓
⊥
O
a
・
巴
、
「
日
」
字
は
「
日
」
字
の
誤
刻
。

天
根
謂
氏
星
　
(
○
ヅ
N
-
チ
ビ
　
「
氏
」
字
は
「
氏
」
字
の
誤
刻
。

所
輿
知
者
(
○
甲
O
N
F
巴
　
「
輿
」
字
は
「
以
」
字
の
誤
刻
。

鳥
逆
至
於
魯
不
至
於
賓
敏
也
○
∞
占
い
7
-
0
)
　
「
逆
」
字
は
「
送
」
字
の
誤
刻
。

其
又
異
於
珊
達
也
　
(
○
㌘
O
u
a
ふ
)
　
「
又
」
字
は
「
文
」
字
の
誤
刻
。

楚
疆
賓
欲
緩
之
以
徳
(
○
甲
○
討
・
巴
　
「
疆
」
字
は
「
確
」
字
の
誤
刻
。

春
秋
以
来
末
嘗
構
怨
(
○
㌣
-
u
a
・
巴
　
「
末
」
字
は
「
未
」
字
の
誤
刻
。

文
十
年
　
(
○
㌣
-
∽
a
・
↓
)
　
「
十
」
字
は
「
七
」
字
の
誤
刻
。

彼
云
小
目
既
早
(
○
㌣
-
∽
F
q
)
　
「
云
」
字
は
「
迎
」
字
の
誤
刻
。

小
白
之
後
然
(
○
㌣
-
∽
丁
巴
　
「
然
」
字
は
「
也
」
字
の
誤
刻
。

謂
迎
小
目
者
疑
(
○
害
等
立
　
「
疑
」
字
は
「
還
」
字
の
誤
刻
。

西
南
流
水
下
合
油
　
(
○
望
-
夢
虫
　
「
流
」
字
は
「
沈
」
字
の
誤
刻
。

寡
君
願
生
得
之
以
狗
於
國
(
○
甲
g
F
↓
)
　
「
生
」
字
を
「
先
」
字
に
誤
刻
す
る
。

背
陳
日
戦
(
○
望
巴
a
ム
)
　
「
背
」
字
は
「
皆
」
字
の
誤
刻
。

棉
李
之
後
(
○
㌣
い
ー
a
・
巴
　
「
後
」
字
は
「
役
」
字
の
誤
刻
。

注
夫
人
至
寧
卿
(
○
?
-
O
a
・
巴
　
「
寧
卿
」
は
「
卿
寧
」
　
の
誤
刻
。

曲
沃
武
公
巳
即
位
二
十
七
年
　
(
○
ア
ー
夢
色
　
「
二
」
字
は
「
三
」
字
の
誤
刻
。

云
不
忘
古
也
(
O
Y
-
u
a
・
巴
　
「
云
」
字
は
「
示
」
字
の
誤
刻
。

而
驚
奉
得
鳥
間
者
(
0
9
⊥
ゴ
Y
-
○
)
　
「
奉
」
字
は
「
奉
」
字
の
誤
刻
。

其
辞
也
韻
(
○
ア
い
い
丁
巴
　
「
也
」
字
は
「
並
」
字
の
誤
刻
。

以
文
不
足
故
達
吉
賓
王
　
(
O
や
N
u
a
・
-
○
)
　
「
以
」
字
は
「
於
」
字
の
誤
刻
。

易
未
必
如
本
(
O
や
N
u
7
-
)
　
「
易
」
字
は
「
亦
」
字
の
誤
刻
。

指
言
一
支
所
象
(
○
や
り
夢
色
　
「
象
」
字
は
「
像
」
字
の
誤
刻
。

又
巽
欒
鳥
坤
(
○
呂
設
立
　
「
坤
」
字
は
「
乾
」
字
の
誤
刻
。

山
則
材
之
所
注
(
O
P
N
か
守
り
)
　
「
注
」
字
は
「
生
」
字
の
誤
刻
。

而
彼
天
照
(
○
?
N
訂
・
↓
)
　
「
彼
」
字
は
「
被
」
字
の
誤
刻
。

彼
天
之
照
(
3
占
舎
乙
)
　
「
彼
」
字
は
「
被
」
字
の
誤
刻
。

故
各
陳
必
衰
世
(
○
や
り
ゴ
Y
u
)
　
阪
校
に
い
わ
く
「
宋
本
各
作
知
不
誤
」
。
た
だ

し
院
本
は
　
「
名
」
字
に
誤
刻
。

非
鳥
祭
耳
(
-
?
0
-
a
ふ
)
　
「
烏
」
字
は
　
「
唯
」
字
の
誤
刻
。

大
史
論
正
月
之
事
六
　
(
-
?
○
↓
7
↓
)
　
「
六
」
字
は
「
云
」
字
の
誤
刻
。

三
宮
祭
日
也
　
(
-
O
も
∽
チ
ビ
　
「
三
」
字
は
「
王
」
字
の
誤
刻
。

告
於
諸
侯
　
(
-
?
〓
7
巴
　
「
於
」
字
は
　
「
干
」
字
の
誤
刻
。

苦
慮
不
書
作
(
-
?
-
夢
虫
　
「
言
」
字
は
「
延
」
字
の
誤
刻
。

稗
文
云
螢
室
謂
之
定
〇
?
コ
ア
巴
　
「
文
」
字
は
「
天
」
字
の
誤
刻
。

斡
則
在
両
邊
部
土
(
-
?
-
ゴ
Y
巴
　
「
斡
」
字
は
「
翰
」
字
の
誤
刻
。

以
上
全
七
十
四
例
、
平
均
す
る
と
一
巻
に
七
例
強
。
前
の
例
と
を
合
わ
せ
れ

ば
、
嘉
慶
本
は
一
巻
に
九
例
の
誤
刻
を
含
み
、
重
刊
本
の
訂
正
は
そ
の
二
割
に

過
ぎ
な
い
。
阪
本
自
体
の
補
正
校
勘
記
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
前
の
誤
刻
訂
正
の
例
の
後
に
★
印
を
附
し
た
の
は
、
実
は
世
界
書

局
本
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
条
で
、
そ
の
数
は
わ
ず
か
に
六
例
に
過
ぎ
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
の
版
本
は
、
広
島
大
学
所
蔵
本
と
は
異
な
る
重
刊
本
か
、
あ
る
い

は
独
自
の
訂
正
本
を
底
本
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
上
海
錦
章
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固
書
局
本
は
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
訂
正
箇
所
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
現
在
最
も
流
布
す
る
と
思
わ
れ
る
重
文
印
書
館
影
印
本
が
、
そ
の
底

本
と
し
て
嘉
慶
本
を
選
択
し
た
の
は
、
こ
れ
が
初
版
本
に
由
来
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
見
識
で
は
あ
ろ
う
が
、
ベ
ス
ト
の
選
択
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
道
光
重
刊
本
と
て
、
い
ま
だ
多
く
の
誤
刻
を
残
す

も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
右
の
挙
例
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
十
三
経
注
疏
の
う

ち
の
『
春
秋
左
停
正
義
』
の
一
経
、
し
か
も
そ
の
六
分
の
一
を
検
討
し
た
に
過

ぎ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
や
は
り
注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
公
開
し
て
い
る
台
湾
の
中
央
研
究
院
計
算
中
心
の
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
検

索
「
漢
籍
全
文
資
料
庫
」
の
底
本
が
こ
の
蕗
文
印
書
館
影
印
本
で
あ
る
こ
と
も
、

思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
〔
⑥
】

左
倖
注
疏
版
本
系
統
概
略
図

園
腹

本本慶

〇

本
節
最
後
に
、
蛇
足
の
誹
り
を
恐
れ
ず
、
阪
本
誤
刻
の
具
体
例
と
し
て
『
春

秋
左
停
正
義
』
巻
三
・
隠
公
三
年
の
条
と
そ
の
　
「
校
定
文
」
を
左
に
掲
げ
る
。

【
侍
】
商
頭
目
、
殿
受
命
成
宜
、
百
線
是
荷
、
其
是
之
謂
平
。

【
注
】
詩
煩
。
言
殿
湯
・
武
丁
受
命
皆
以
義
、
放
任
荷
天
之
百
線
也
。
帥
義
而

行
、
則
揚
公
宜
受
此
命
、
宜
荷
此
祓
。
公
子
凋
不
帥
父
義
、
盆
而
出
奔
、

因
鄭
以
求
人
、
終
傷
成
宜
之
福
。
故
知
人
之
稀
、
唯
在
宣
公
也
。
股
穫
有

兄
弟
相
及
、
不
必
侍
子
孫
。
宋
其
後
也
。
故
指
積
商
煩
。

○

　

　

　

●

【
琉
】
商
頒
至
謂
乎
○
正
義
日
商
頒
玄
鳥
之
卒
章
吉
成
湯
武
丁
也
二
王
者
受
天

之
命
皆
得
其
宜
故
天
之
百
種
之
祓
於
是
乎
荷
負
之
言
天
祓
皆
掃
故
得
而
荷

○

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

●

負
也
今
穆
公
示
擴
公
亦
得
其
宜
放
蕩
公
宜
荷
其
祓
詩
之
意
其
是
此
事
之
謂

乎
　
(
○
㌣
〇
㌢
)

○
印
を
付
し
た
箇
所
に
は
、
阪
元
に
次
の
よ
う
な
校
勘
の
記
述
が
有
る
。

・
言
成
湯
武
丁
　
宋
本
　
「
成
」
作
「
股
」
　
是
也
。

・
今
穆
公
示
瘍
公
亦
得
其
宜
　
宋
本
「
示
」
作
「
立
」
是
也
。

ち
な
み
に
「
正
宗
寺
本
」
も
宋
本
に
同
じ
く
「
股
」
字
・
「
立
」
字
に
作
る
。

や
は
り
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
●
印
を
付
し
た
文
字
が
、
阪
本
の
誤
刻
で
、
「
也
」
字
は
　
「
此
」
字

の
、
「
其
」
字
も
　
「
此
」
字
の
誤
刻
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
杜
注
に
　
「
宜
荷

船
祓
」
と
あ
る
の
が
そ
の
補
証
と
な
る
。
そ
し
て
「
也
」
字
は
重
刊
本
で
は
訂

正
さ
れ
て
い
る
が
、
「
其
」
字
に
訂
正
の
手
は
及
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
校
定
文
」
　
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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讃五経正義札記(二)(野間)

*

　

　

　

　

　

　

　

*

【
疏
】
商
頒
至
謂
乎
○
正
義
日
、
「
商
頒
」
玄
烏
之
卒
章
、
言
股
湯
武
丁
。
此

二
王
者
受
天
之
命
、
皆
得
其
宜
。
故
天
種
之
百
禄
、
於
是
乎
荷
負
之
。

*

言
天
禄
皆
厨
、
故
得
而
荷
負
也
。
今
穆
公
立
頻
公
、
亦
得
其
宜
。
故
揚

・
▼

公
宜
荷
此
禄
。
詩
之
意
、
其
是
此
事
之
謂
平
。
(
0
.
3
a
)

「
商
頒
」
は
(
玄
鳥
)
篇
の
卒
章
で
、
股
の
湯
王
と
武
丁
と
を
歌
っ

た
も
の
。
こ
の
二
王
は
天
の
命
を
受
け
、
と
も
に
そ
の
宜
し
き
を
得

た
た
め
、
天
の
百
種
の
禄
を
荷
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
天
の
禄
が
す

べ
て
二
人
に
帰
し
た
の
で
、
こ
れ
を
荷
な
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

ぅ
意
味
で
あ
る
。
い
ま
穆
公
が
瘍
公
を
立
て
た
こ
と
も
、
そ
の
宜
し

き
を
得
た
も
の
。
そ
れ
ゆ
え
揚
公
は
こ
の
禄
を
荷
な
う
べ
き
で
あ
る
。

《
詩
》
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
場
合
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

注①
　
実
は
、
筆
者
の
汝
巡
?
の
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
ろ
う
か
、
報
告
書
で
は
③
の
例
が
収

録
漏
れ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
を
御
覧
の
方
は
、
『
公
羊
樽
』
の
項
の
成
公
1
5

年
の
　
「
鵡
e
P
ゞ
b
」
　
の
後
に
「
U
P
-
詮
」
　
の
一
条
を
補
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

②
　
頼
惟
勤
監
修
『
説
文
入
門
』
(
大
修
館
書
店
　
;
八
三
)
　
に
も
す
で
に
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
の
言
及
が
有
る
(
第
二
節
　
段
注
の
版
本
)
。

③
　
前
掲
頼
氏
『
説
文
入
門
』
に
は
、
石
印
本
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
有
る
。

普
通
石
印
本
と
い
う
と
、
安
手
の
悪
い
本
の
代
名
詞
み
た
い
に
い
わ
れ
ま
す
が
、

石
印
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。
段
注
の
石
印
と
い
う
の
は
、

や
は
り
丁
寧
に
読
ん
だ
結
果
を
取
り
入
れ
て
直
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
も
っ

と
も
こ
れ
は
、
石
印
本
を
出
し
た
人
の
仕
事
で
は
な
く
、
さ
き
ほ
ど
の
礪
桂
芥
が

保
息
局
で
同
治
六
年
(
一
八
雲
)
に
出
し
た
段
注
の
テ
キ
ス
ト
に
基
い
て
石
印
し
た

か
ら
だ
そ
う
で
す
。
石
印
と
は
言
え
、
保
息
局
本
の
代
用
と
し
て
使
え
る
大
事
な

本
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
段
注
の
石
印
本
を
影
印
し
た
本
が
あ
り
ま
す
。
『
中
國

學
術
名
著
』
と
い
う
叢
書
の
中
に
は
い
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

全
部
影
印
本
な
が
ら
、
脛
的
榛
原
刊
本
と
、
皇
滑
脛
解
本
と
、
保
息
局
本
に
由
来
す

る
石
印
本
と
、
こ
の
三
種
が
あ
れ
ば
、
当
面
は
満
足
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
(
七
五
頁
)

た
だ
し
阪
本
　
「
十
三
脛
注
疏
」
　
の
石
印
本
の
由
来
、
そ
の
種
類
等
に
つ
い
て
、
筆
者

は
明
ら
か
に
し
得
て
い
な
い
。

④
　
こ
の
資
料
庫
の
文
章
は
、
玩
元
校
勘
記
に
従
っ
た
補
正
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
正
し
い
処
置
で
あ
る
。
阪
元
が
是
非
の
判
定
を
留
保
し
て
い
る
場
合
が
有
り
、
中

途
半
端
な
補
正
に
よ
っ
て
余
計
な
混
乱
を
増
す
恐
れ
が
有
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て

我
々
が
こ
れ
を
利
用
す
る
に
際
し
て
は
、
阪
本
そ
の
も
の
、
ま
た
校
勘
記
に
あ
た
っ

て
文
章
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
資
料
庫
自
体
の
誤
刻
　
(
こ
の
場
合
は

打
ち
間
違
い
?
)
　
も
稀
に
で
は
あ
る
が
、
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
有
る
。
蕗
文
印
書
館
影
印
本
の
リ
プ
リ

ン
ト
版
に
は
、
印
刷
の
不
鮮
明
な
箇
所
に
、
リ
プ
リ
ン
ト
時
の
補
正
の
重
ね
書
き
を

し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
誤
っ
た
補
正
　
(
し
た
が
っ
て
改
悪
)
　
の
場
合
も
有
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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